
 

（様式１－３） 

福島市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 28年 11月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 15 事業名 福島県復興公営住宅入居相談事業 事業番号 ◆A-1-2-2  

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県(直接) 

総交付対象事業費 168,740（千円） 全体事業費 213,739（千円） 

事業概要 

原子力災害により避難を余儀なくされている居住制限者向けの災害公営住宅（復興公営住宅）への入居

相談事業については、県内外に避難している被災者に混乱を生じないよう、窓口を一本化する必要がある

ため、引き続き本事業を実施する。 

業務の所在地 ：福島市中町８番２号 福島県自治会館７階 

業務予定期間 ：平成２６年２月から平成３０年３月まで 

（当初予定期間：平成２６年２月から平成２８年３月まで） 

これまでの相談件数等 

 相談件数 抽選戸数 募集申込件数 

H26年度 18,400 件 1,381 戸 1,732 件 

H27年度 13,068 件 2,743 戸 3,386 件 

H28年度 

10月末まで 

3,954 件 1,507 戸 1,239 件 

業務の内容  ・問い合わせ対応業務－ 復興公営住宅の建設予定時期、募集期間、募集中の団地、 

規格、入居要件、家賃等。 

        ・入居の募集、受付、抽選等－ 募集の広報、申込用紙の記載確認、抽選実施の補助等 

『福島県復興計画(第２次)』 

取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】 

取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討 

（事業間流用による経費の変更）（平成 28年 11月 18日） 

 平成 29年度も事業を継続するため、A-1-9災害公営住宅整備事業(内郷宮町：いわき市)より 44,999千円

（国費：35,999 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 213,739 千円（国費：170,991 千円）に増

額。 

居住制限者の避難の状況との関係 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、避難指示区域が設定され、役場機能

を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基盤を根底から揺るがすものとなっ

ている。 

災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、応急仮設

住宅等からの移行を進め、居住の安定の確保を図るものである。 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 A-1 

事業名 災害公営住宅整備事業 

交付団体 国土交通省 

基幹事業との関連性 

原子力災害からの居住制限者向けの災害公営住宅（復興公営住宅）の整備については、平成２５年度よ

り工事に着手し、竣工後順次入居を進めているが、入居相談事業により円滑かつ適切に事業を実施してい

る。 



 

（様式１－３） 

福島市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成２８年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 20 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業（飯野） 事業番号 Ａ－２－１ 

交付団体 飯舘村 事業実施主体（直接/間接） 飯舘村（直接） 

総交付対象事業費 48,001（千円） 全体事業費 48,001（千円） 

事業概要 

原子力災害による全村避難以降、飯舘村は平成２３年１２月に、“村民一人ひとりの復興を目指す”を基

本理念とする「いいたてまでいな復興計画（第１版）」を策定し、その後半年毎に計画の見直しを実施し、

第４版まで取りまとめてきたところである。 

第２版及び第３版では、急ぎ取り組む重点施策の１つとして、村外拠点の整備を取りまとめたところで

ある。子育て世帯を支援する村外子育て拠点として、幼・小・中学校の仮設校舎に近い福島市飯野町に、

災害公営住宅２３戸と子育て世代が集まって情報交換や交流を図る支援集会施設の建設を進め、平成２６

年８月に完成し、同年９月から入居を開始している。 

当該災害公営住宅に入居する飯舘村の避難者世帯の居住の安定確保を図るため、家賃の低廉化を行う。 

対象戸数：１６戸 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

居住制限者の避難の状況と関係 

飯舘村は、原子力災害による村全域の放射能汚染と、その後の避難指示の継続により、平成２８年１１

月現在においても居住できない状況にある。 

災害公営住宅は、居住制限者となった村民のコミュニティの再形成・維持の拠点となるものであり、帰

村につなげるための最重点施策である。 

また、災害公営住宅入居者の居住の安定を図るため、家賃の低廉化を行い、安全で安心な生活を営める

よう支援を行うものである。 

 

※避難者新事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式１－３） 

福島市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成２８年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 21 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業（飯野） 事業番号 Ａ－３－１ 

交付団体 飯舘村 事業実施主体（直接/間接） 飯舘村（直接） 

総交付対象事業費 4,614（千円） 全体事業費 4,614（千円） 

事業概要 

原子力災害による全村避難以降、飯舘村は平成２３年１２月に、“村民一人ひとりの復興を目指す”を基

本理念とする「いいたてまでいな復興計画（第１版）」を策定し、その後半年毎に計画の見直しを実施し、

第４版まで取りまとめてきたところである。 

第２版及び第３版では、急ぎ取り組む重点施策の１つとして、村外拠点の整備を取りまとめたところで

ある。子育て世帯を支援する村外子育て拠点として、幼・小・中学校の仮設校舎に近い福島市飯野町に、

災害公営住宅２３戸と子育て世代が集まって情報交換や交流を図る支援集会施設の建設を進め、平成２６

年８月に完成し、同年９月から入居を開始している。 

当該災害公営住宅に入居する飯舘村の避難者世帯のうち、特に収入が低い世帯の家賃を、一定期間、無

理なく負担しうる水準まで減額するものである。 

対象戸数：１２戸  

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

居住制限者の避難の状況と関係 

飯舘村は、原子力災害による村全域の放射能汚染と、その後の避難指示の継続により、平成２８年１１

月現在においても居住できない状況にある。 

災害公営住宅は、居住制限者となった村民のコミュニティの再構築・維持の拠点となるものであり、帰

村につなげるための最重点施策である。 

また、災害公営住宅入居者の居住の安定を図るため、特に収入が低い世帯に対して更に家賃の減額を行

い、安全で安心な生活を営めるよう支援を行うものである。 

 

※避難者新事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

福島市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 28年 11月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 27 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業（福島市） 事業番号 A-2-2 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県(直接) 

総交付対象事業費 251,318（千円） 全体事業費 251,318（千円） 

事業概要 

原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、災害公営住宅入居者

への家賃を低廉化する。 

 

【対象】 

 ・北信団地（鎌田） 

 ・笹谷団地（笹谷） 

 ・飯坂団地（飯坂） 

  ・北中央団地（北中央） 

 ・北沢又団地（北沢又、北沢又２） 

 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載

してください 

居住制限者の避難の状況との関係 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、避難指示区域が設定され、役場機能

を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基盤を根底から揺るがすものとなっ

ている。 

災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、応急仮設

住宅等からの移行を進め、居住の安定の確保を図るものである。 

 

 

 

 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（様式１－３） 

福島市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 28年 11月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 28 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業（福島市） 事業番号 A-3-2 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県(直接) 

総交付対象事業費 51,531（千円） 全体事業費 51,531（千円） 

事業概要 

原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、応急仮設住宅等に居

住する特に所得の低い避難者が円滑に災害公営住宅に移行し速やかに住宅再建できるよう、災害公営住宅

の家賃を一定期間、入居者が無理なく負担しうる水準まで低減する。 

 

【対象】 

 ・北信団地（鎌田） 

 ・笹谷団地（笹谷） 

 ・飯坂団地（飯坂） 

  ・北中央団地（北中央） 

 ・北沢又団地（北沢又、北沢又２） 

 

 

 

 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載

してください 

居住制限者の避難の状況との関係 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、避難指示区域が設定され、役場機能

を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基盤を根底から揺るがすものとなっ

ている。 

災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、円滑に恒

久住宅に移行し、速やかに生活再建ができるよう特に所得の低い入居者の家賃を低減する必要がある。 

 

 

 

 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 


